
 

 

 平成３１年２月１３日、長崎労働局では、若者雇用促進法に基づく「ユ

ースエール認定企業」として、長工醤油味噌協同組合、社会福祉法人寿光

会に、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」として、社会福祉法

人正道会に対する認定通知書交付式を開催しました。 

【写真右より：社会福祉法人正道会 理事長 松尾正一郎様、長工醤油味噌協同組合 理事長 

 久保田泰雄様、社会福祉法人寿光会 理事長 出口喜男様、長崎労働局長 金成真一】 

 

金成 長崎労働局長の挨拶 

 本日は、これから、「長工醬油味噌協同組合」様、「社会福祉法人寿光会」

様に対するユースエール認定通知書交付式を、「社会福祉法人正道会」様に

対するえるぼし認定通知書交付式を行わせていただきます。「長工醬油味噌

協同組合」の久保田理事長、「寿光会」の出口理事長、「正道会」の松尾理事

長におかれては、わざわざ労働局までお越しいただき、感謝申し上げます。 

 また、今回、「長工醬油味噌協同組合」様におかれましては県内５社目、

製造業としては２社目、「寿光会」様におかれましては県央地区では初、県

内では６社目のユースエール認定となります。 

「ユースエール・えるぼし認定通知書交付式」 

を開催しました！ 
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 加えて、「正道会」様におかれましては県内３

社目、教育・学習支援業としては県内初のえるぼ

し認定となります。 

 今回の認定に対し、心よりお祝いを申し上げま

す。 

 先ほど制度の説明がありましたとおり、ユース

エールは若者の採用や育成に積極的で、若者の雇

用管理の状況などが優良な中小企業を、若者雇用

促進法に基づき厚生労働大臣が認定する制度で

ございます。 

 認定された企業にとっては、働きやすい職場で

あることのアピールや企業のイメージアップに

つながり、若く優秀な人材の確保や定着が期待で

きるというメリットがあるわけですが、行政とし

ても、責任をもって若者に就職をお勧めできる企業を認定するというものであり、他の企業には、認

定された企業をぜひとも参考としていただきたいと考えております。 

 「長工醬油味噌協同組合」様が製造業でユースエール認定を受けられたのは、若者が働きやすい職

場づくりのために日頃から大変な努力をされた結果であると承知しております。また「寿光会」様が

福祉・介護事業という人材の確保に非常にご苦労をなさっている業界の中で、今回認定を受けられた

のは、女性も含めた働きやすい職場づくりのために日頃から大変な努力をされた結果であると承知し

ております。 

 続いてえるぼし認定についてですが、えるぼしとは、女性の活躍推進に関する取組を企業が実施す

ることを推進するため、その状況等が優良な企業を、女性活躍推進法に基づき厚生労働大臣が認定す

る制度でございます。 

 認定された企業にとっては、女性の活躍を推進している企業であることのアピールや企業のイメー

ジアップにつながり、優秀な人材の確保や定着が期待できるというメリットがありますし、そのメリ

ットを大いに活用いただくことも前提とした制度でございます。 

 えるぼしもユースエール同様、認定基準はかなり高い水準で設定しており、特に今回は５つの評価

を全て満たす３段階目の認定となります。 

 「正道会」様がえるぼし認定を受けられたのは、全国的に保育士不足が問題となる中、女性が働い

て活躍しやすい職場づくりのために、日頃から大変な努力をされた結果であると承知しております。 

 今回の認定は本日お越しの企業様のご努力に対して大いに敬意を表するものであります。 

 今後ともより一層、若者や女性を大切にする社風を作り続けていただきたいと考えております。 

 現在、人口減少への対応は全国的な課題でありますが、特に長崎県では、人口の自然減だけではな

く、若者を中心に人口が県外に流出するという社会減が大きな問題であり、若者の県内就職と定着の

促進が、非常に重要であります。 

 また、正社員だった女性が結婚・出産・育児を機にいったん離職すると、復職や再就職を目指して

も過去の経験や蓄積した職業能力を活かせない場合が多いという問題があり、一人ひとりの女性が、

自らの希望に応じて能力を発揮し活躍できる社会づくりを加速していく必要があります。 

 この課題の解決のためには、県内の企業が、労働時間や休暇などの面を含め、就業環境の一層の充

実による「魅力ある職場づくり」を進めていくことが不可欠であります。 

 長崎労働局としては、今後、それぞれの認定制度の周知にさらに努め、基準を満たす企業の認定を

計画的に増やしていくとともに、今回の認定を広くＰＲし、県内においても雇用環境が優良で働きや
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すい企業があることを知っていただくことなどにより、若者と女性の県内企業への就職と定着を一層

促進していく考えであることを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

長工醬油味噌協同組合 久保田様のご挨拶 

 本日は、ユースエール認定をいただき

まして誠にありがとうございます。この

認定が長く続きますように継続できるよ

うに努力してまいりたいと思います。 

労働局及び関係各位の皆様方には今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますよ

うお願い申し上げまして私の挨拶とさせていただきます。本日はどうも

ありがとうございました。 

 

 

社会福祉法人寿光会 出口様のご挨拶 

 本日は、ユースエール企業として認定していただき誠にありがとう

ございました。 

 今後とも社会福祉法人寿光会は、全

職員働き甲斐がある働きやすい職場

環境を目指していきたいと思います。

これからもご指導よろしくお願い申

し上げます。本日は本当にありがとうございました。 

 

 

社会福祉法人正道会 松尾様のご挨拶 

 本日は、えるぼしの認定

をいただきありがとうございました。 

 社会福祉法人正道会は、認定こども園、

保育園、学童、病児保育などのいわゆる福

祉業を担っております。長崎・福岡・東京

都世田谷区方面で運営を展開しております

が、局長のお話にもありましたように、保

育業界は非常に人手不足で大変困っております。当法人では、その前にとにかく離職率を下げようと
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いうことで５～６年前から真剣に取り組んでまいりました。おかげさまで今のところ離職はほとんど

ございません。 

また、産休・育休を取られても復帰率１００％を達成しております。おかげさまで非常に働きやす

いという職員の声をいただいております。これに満足することなく今後とも精進してまいりたいと考

えております。どうもありがとうございました。 

 

 

認定通知書交付後の懇談 

【金成局長】 

〇今回認定を受けられたということで、まず皆様方

に認定を受けようと思われたきっかけや認定を受

けるにあたって苦労した点、工夫した点などについ

てお話しいただければと思います。 

【久保田理事長】 

〇実を申しますと、担当から「こういう制度がありますよ」と、「これを受けると若者の雇用に

役立ちますよ」と勧められまして、それでは是非にと思ってトライしました。 

 

【金成局長】 

〇では担当の方に。特に時間外労働の削減や年次有給休暇を取らせるというのはなかなか苦労し

ている企業さんは多いと思うので、

その辺について何かありましたら

一言お願いします。 

【稲田様】 

〇確かに認定基準はかなり厳しい

ものがありまして、最初はどうかと

考えたのですが、もともと当社は、

以前からあまり時間外労働はなく、

なるべく社員を大切にしてまいり

ました。やはり働く人あっての会社

ですので、そこを重視したいと思い

ました。今回この制度があるという

ことを知り、会社としても普段からなるべく有給休暇を取るように話をしておりましたし、リフ

レッシュ休暇制度なども設けてやってきている中で今回受賞することができました。先ほど理

事長からも話がありましたが、今後も継続してもっと働きやすい会社を目指していきたいと思

います。 

 

【金成局長】 

〇離職率２０％以下というのは、認定基準としては会社にとってハードルが高かったかなと思う
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のですが、工夫した点があれば教えていただければと思います。 

【稲田様】 

〇６～７年ほど前から新規高卒者の採用を続けているのですが、もともと企業の風土といいま

すか、私たちの会社がアットホームであり、そこを売りというか持ち味としております。それが

今の若者の働き方にマッチしたのかなというところがございます。 

 

【金成局長】 

〇では続きまして、寿光会様に、同じように取組のきっかけや苦労した点、工夫した点などのお

話をお願いします。 

【出口理事長】 

〇このたびの話は私も非常に驚いているところです。４７年前に特別養護老人ホーム天恵荘を

設立しましたが、その当時

は、老人ホームも病院も共働

きが流行った時代で、介護が

必要となると、共働きの奥さ

んかご主人のどちらかが辞

めて介護しなければいけな

い時代でした。 

 専門職である看護職であ

っても、出産するときには退

職することが慣例となって

おりましたし、国立とかの大

病院でも例外ではありませ

んでした。そこで、私どもは

院内保育所を作り、国立とか

大病院などを退職した方を集め、病院を２年後に建てたのですが、１か月で満員になりました。

それで皆さん非常に助かりまして、看護・介護のために辞めないでいいようになりました。そし

て、非常にいい看護・介護ができるようになり、病室も増え、看護師さんも増えていきました。

それが今日まで続いたので今回の受賞につながったのかなと思っています。 

 これからもご指導をいただいて、ますます働いている人が助かる時代にしていただきたいと

思っています。ありがとうございました。 

 

【金成局長】 

〇担当の方で補足等があればお願いします。 

【藤山様】 

〇介護業界はご存じのとおり人材不足の問題は切っても切り離せない問題となっております。

そんな中でも私どもの事業所は、おかげさまでいろいろな福利厚生等手厚くさせていただいて、

離職率はかなり低い事業所でございます。ただ、現在事業拡大をしておりますのが、今、国が勧

めています企業主導型保育事業だったり、介護福祉士が国家資格を受験するような養成施設で

あります介護研修センターとか、あるいは新たにまた特別養護老人ホームを市街地に作る動き

５ 



があったりというところで、人材の確保というのは、離職率は低いのですが事業を拡大するに当

たっては必ず必要となるところでございます。 

 今回このユースエールの取得で非常に私どもが期待し

ているのは、認定をいただくことで介護業界の中でも求職

者の方々の選択肢の１つに力強く支援していただけるよ

うな証になればとすごく期待しているところです。そこで、

今回申請させていただいたような次第でございます。 

 

【金成局長】 

〇認定基準で、有給休暇の年間取得が平均１０日以上とい

うのがあって、御社の場合、平均が１０．８日ということですが、もともとこのくらいの数字だ

ったのか、それとも今回認定を受けるにあたって従業員さんに働きかけをされたのか、その辺の

ところをお聞かせいただけますか。 

【藤山様】 

〇特段新しく従業員に声をかけたというようなことはありませんが、従業員の方々から一番多

く上がるのが、女性が多い職種であるため、やはり子どもの体調が悪くなったときに病院に連れ

て行かなくてはいけないとか、いろいろな学校行事とか、そういうどうしてもやむを得ず休まな

ければならないタイミングがかなり多くあります。そこをいかに取らせやすくするかというと

ころは、企業の風土であったり、組織の仕組みだったりそういうところの整備をきちっとしてい

ないとほかの職員からの不満が出たり、その職員が休みがとりづらくなったりすることが当然

考えられますので、いかにそうならないようにするかというところを非常に神経を使って整備

させていただきました。この結果今回の有給休暇の取得率になったのではないかと思っている

ところです。 

 

【金成局長】 

〇ありがとうございました。つづきまして、正道会様にお聞きしていきたいと思います。 

今回えるぼし認定を受けようと思ったきっかけ、受けるにあたって苦労した点や工夫した点など

があればお聞かせいただければと思います。 

【松尾理事長】 

〇私どもでは、法人の設立当初から地域で一番の保育園になろうというのが大きな目標でござ

いました。地域には小さな地域もあるし、長崎市という大きな地域もありまして、もっと大きな

地域もあるでしょうけれど、とにかく一番になろうと。そのためにはその規模を求めるのではな

くて、いい保育をしよう、というのが最終的な目標です。そのためには職員に定着してもらわな

いといい保育ができないと思っています。 
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近年になってから保育園の離職率が非常に高くて、一度に５人、１０人辞めるとかいう保育園

も出てきているような新聞報道等も

ありますけれども、そういったこと

があっては、保育の質を高めようと

いうのは到底無理な話であって、ま

ずはそこから始めようということで

いろいろな対策をとってまいりまし

た。 

昨年、一昨年ぐらいから非常に効

果が出てきまして、地域でも非常に

入所申し込みをいただくような立場

になりましたので、ちょっと図に乗

りまして、非常に待機児童の多い福

岡、東京でも目指していきたいということがあって、これから保育園を作ろうという動きになっ

たときに何かちょっと目安になる、応募していただくための１つの光るものが必要かなと思っ

て応募させていただきました。 

 私どもが今まで気付かなかった、例えば認定の基準がありますが、これをクリアしなければな

らないということで私どもの１つの大きな目標にもなりました。これを達成することによって

より良い働く環境を整えようということが、園内の雰囲気になりましたし、非常に大きな取組だ

ったかなと今では思っています。 

 

【金成局長】 

〇補足があれば担当の方もお願いします。 

【松尾様（園長）】 

〇認定をしていただくに当たって工夫した点とかあらためて始め

たことは特にありませんでした。今まで取り組んでいたことが振

り返ってみるとこういう認定をいただけるきちんとした取組だっ

たのかな、と再認識しました。 

 もちろん先ほど他の企業様の方からお話がありましたように、

やはり保育園、認定こども園は女性が大半を占める職場でござい

ますので、子どもの体調が悪くなったなど学校からの電話はたびたびございます。そのとき「大

丈夫。帰っていいよ。自分たちが残ってどうにかするから。」というところの取組をずっと風土

として築いてまいりました。そういったところがあらためてこの認定をいただいた結果、こうい

う風土づくりというのはきちんと認めてもらえるんだなと。そして、これからの求人募集や人材

確保におきましては、これを基準にまた選んでいただける企業といいますか、保育園、認定こど

も園になるんだなということをあらためて感じさせていただきましたので、この認定に満足す

ることなくよりよい職場環境をしっかりと築いていきたいと感じているところです。 

 

【金成局長】 

〇ありがとうございました。今回は、えるぼしとユースエールでしたが、皆様方にはぜひほかの

認定制度についてもご検討いただきたいと思います。 

７ 



 

 

 

ユースエールの認定を受けるためには、人材育成方針及び教育訓練計画の策

定、直近 3 事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の定着状況、正

社員の所定外労働時間の実績、正社員の有給休暇の取得実績、男女労働者の育

児休業等の取得実績など、各種要件をクリアした優良な中小企業である必要

があります。 

 

長工醤油味噌協同組合では、有給休暇の年平均取得日数１１．１日、月平均所

定外労働時間８．３時間、育児休業取得率１００％でした。 

社会福祉法人寿光会では、有給休暇の年平均取得日数１０．８日、月平均所定

外労働時間０．８時間、育児休業取得率１００％でした。 
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